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令和元年（行ヒ）第２５２号 国民健康保険税処分取消請求控訴，同附帯控訴事

件 

令和２年６月２６日 第二小法廷判決 

 

            主     文 

                １ 原判決中，配当処分の取消請求及び金員の支払請求 

に関する部分を破棄する。 

        ２ 被上告人の控訴を棄却する。 

                ３ 被上告人は，上告人に対し，５８万５６００円を支 

払え。 

        ４ 上告人のその余の上告を棄却する。 

                ５ 原審及び当審における訴訟費用は，これを３分し， 

その１を上告人の負担とし，その余を被上告人の負 

担とする。 

            理     由 

 上告人の上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について 

 １ 本件は，加須市長が，国民健康保険税及びその延滞金の滞納処分として，上

告人の預金払戻請求権を差し押さえ（以下，これを「本件差押処分」という。），

取り立てた金銭を上記国民健康保険税等に係る債権に配当する旨の処分（以下「本

件配当処分」という。）をしたことについて，上告人が，上記債権は時効消滅して

いたなどと主張して，被上告人を相手に，本件配当処分の一部（上告人が延滞金と

して納付義務を認めている額を超える部分）等の取消しを求めるとともに，当該部

分に相当する額の金員の支払を求める事案である。 

 ２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。 

 (1) 地方税法（平成２３年法律第１１５号による改正前のもの）１８条１項

は，地方税の徴収権（地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利）は，
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法定納期限等の翌日から起算して５年間行使しないことによって，時効により消滅

する旨を定める。そして，同条２項は，この場合には，時効の援用を要せず，ま

た，その利益を放棄することができない旨を定め，同条３項は，地方税の徴収権の

時効については，別段の定めがあるものを除き，民法の規定を準用する旨を定め

る。 

 地方税法（平成２９年法律第４５号による改正前のもの。以下同じ。）１８条の

２第１項は，地方税の徴収権の時効は，納付又は納入に関する告知（１号），督促

（２号）等の処分の効力が生じた時に中断する旨を定める。また，民法（平成２９

年法律第４４号による改正前のもの）１４７条は，時効の中断事由として，差押え

（２号），承認（３号）等を掲げている。 

 (2)ア 上告人は，平成２０年９月２１日，埼玉県北川辺町が行う国民健康保険

の被保険者の資格を取得し，同２２年３月１２日，同町にその旨の届出をした。な

お，同町は，同月２３日，近隣の市町と合併して被上告人となった。 

 加須市長職務執行者は，平成２２年４月１日頃，上告人の父であり，上告人を被

保険者とする国民健康保険につき世帯主として国民健康保険税の納税義務を負うＡ

に対し，平成２０年度分の税額を２５万１５００円（納期限は同２２年５月３１

日），同２１年度分の税額を２７万８７００円（納期限は同２２年４月３０日）と

決定し（以下，これらの決定を「本件各決定」といい，これにより課された国民健

康保険税及びその延滞金に係る債権を「本件租税債権」という。），その旨の通知

をした。 

 イ 上告人は，平成２２年８月４日，被上告人を相手に，本件各決定の取消し等

を求める訴訟を提起したが，同２４年５月３１日，上記取消しに係る訴えは異議申

立てを前置していないため不適法であるなどとしてこれを却下する判決が確定し

た。 

 (3)ア 被上告人は，平成２３年１月２６日，Ａに対し，本件各決定に基づく国

民健康保険税について督促状を発した。 
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 イ Ａは，平成２３年１１月１８日に死亡した。 

 ウ 上告人は，平成２４年１月２４日，被上告人に対し，本件各決定により課さ

れた国民健康保険税のうち平成２０年度分の５万９７００円及び同２１年度分の４

万１３００円を納付した（以下，この納付を「平成２４年納付」という。）。 

 エ Ａの相続人である上告人及びその姉は，平成２４年３月２０日，Ａの遺産に

つき，その債務の一切を上告人が承継する旨の分割の協議を成立させた。 

 オ 加須市長は，平成２４年１０月２５日，納税義務承継通知書と題する書面に

より，上告人に対し，本件租税債権に係るＡの滞納金につき，相続人として同年１

１月１６日までに納付するよう求める旨の通知（以下「本件承継通知」という。）

をした。 

 (4) 加須市長は，平成２９年１月１０日，本件租税債権につき，同日時点で第

１審判決別紙「滞納明細書」の「未納額」欄及び「延滞金」欄記載のとおり合計６

２万４７００円の滞納金があることを前提に，その滞納処分として，上告人の預金

払戻請求権を差し押さえ（本件差押処分），第三債務者である銀行から６２万４７

００円を取り立てた上，同月１３日付け配当計算書に従って，その全額を本件租税

債権に配当する旨の本件配当処分をした。 

 (5) 本件訴訟において，上告人は，上記滞納金のうち，延滞金３万９１００円

については納付義務を負うことを認める一方，その余の５８万５６００円に係る債

権（以下「本件係争債権」という。）は時効消滅しており，本件係争債権に基づい

て行われた滞納処分は違法であると主張して，本件配当処分のうち本件係争債権に

係る部分等の取消しを求めるとともに，被上告人に対し，本件係争債権相当額の金

員の支払を求めている。 

 これに対し，被上告人は，平成２４年納付が債務の承認に当たり，また，本件承

継通知が納付又は納入に関する告知に当たるため，これらにより本件係争債権の消

滅時効は中断した旨主張している。 

 ３ 原審は，上記事実関係等の下において，平成２４年納付が本件係争債権につ
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いての債務の承認に当たるということはできないとした上，要旨次のとおり判断

し，配当処分の取消請求を棄却するとともに，金員の支払請求に係る訴えを却下し

た。 

 (1) 平成２４年１０月２５日にされた本件承継通知は，地方税法１３条１項の

納付の告知に当たり，同法１８条の２により時効中断効がある。そして，時効が更

に進行する時から５年が経過する前の平成２９年１月１０日に本件差押処分がされ

ていることからすると，本件係争債権についての消滅時効は完成していない。 

 (2) 上告人による金員の支払請求に係る訴えは，行政処分の取消訴訟に伴う義

務付けの訴えと解され，配当処分の取消請求を棄却すべきであることからすれば，

行政事件訴訟法３７条の３第１項２号の要件を欠き不適法である。 

 ４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。 

 (1)ア 地方団体の長は，納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金を徴

収しようとするときは，これらの者に対し，納付又は納入すべき金額，納付又は納

入の期限等を記載した文書により納付又は納入の告知をしなければならないとされ

ている（地方税法１３条１項）。そして，徴税吏員は，納税者等が納期限までに地

方団体の徴収金を完納しない場合には，督促状を発しなければならないとされ（同

法７２６条１項等），さらに，督促を受けた滞納者がその督促状の発せられた日か

ら起算して１０日を経過した日までにこれを完納しないときには，滞納者の財産を

差し押さえなければならないとされている（同法７２８条１項１号等）。このよう

に，地方団体の徴収金の徴収について段階的な手続が定められていることに鑑みる

と，同法において，税額等が確定し，その徴収手続として納付又は納入の告知がさ

れた地方団体の徴収金に関し，再度同告知がされることは予定されていないという

べきである。 

 また，地方団体の長による納付又は納入に関する告知は，私人による催告とは異

なり，地方団体の徴収金に関する徴収手続の第一段階として，法令の規定に基づき
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一定の手続と形式に従って行われるものであることから，同法１８条の２第１項１

号は，これについて特に消滅時効を中断する効力を認めることとしたものと解され

る。このような同号の趣旨をも併せ考慮すると，同号に基づく時効中断の効力は，

最初に行われた納付又は納入の告知についてのみ生じ，その後，再度同様の通知が

されたとしても，その通知は単なる催告としての効力を有するにとどまるものと解

するのが相当である。 

 イ そして，相続があった場合には，その相続人が被相続人の納税義務を承継す

るところ（地方税法９条），これに係る地方団体の徴収金について，被相続人に対

し納付又は納入の告知がされているときには，その効力も相続人に引き継がれると

いうべきであるから，徴税吏員は，相続人に対して直ちにこれに続く徴収手続を進

めることができ，改めて相続人に同告知をする必要はないものと解される。このよ

うな場合において，相続人の利益保護等の観点から，督促や差押えに先立ち，相続

人に対し改めてその納付又は納入すべき税額を示し，納期限等を定めてその納付等

を求める旨の通知をしたとしても，その通知は単なる催告としての効力を有するに

とどまるものと解すべきことは，上記アと同様である。 

 したがって，被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収

金につき，納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は，これ

に係る地方税の徴収権について，地方税法１８条の２第１項１号に基づく消滅時効

の中断の効力を有しないというべきである。 

 (2) 本件において，加須市長職務執行者は，Ａに対し本件各決定をした上でそ

の通知をしており，これにより，本件租税債権について納付の告知を行ったという

ことができる。そして，Ａに対しては，平成２３年１月２６日，更に督促状が発せ

られている。 

 本件租税債権の消滅時効は，上記納付の告知により中断し，また，上記の督促に

より再度中断した上，同日から起算して１０日を経過した時から更に進行すること

となる（地方税法１８条の２第１項２号）ところ，その後，平成２９年１月１０日
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に本件差押処分がされるまでに約５年１１箇月が経過している。被上告人は，この

間における時効の中断事由として，平成２４年１０月２５日に本件承継通知がされ

たことを主張するが，上記(1)で説示したところによれば，Ａに対して既に納付の

告知及び督促がされた本件租税債権につき，相続人である上告人に対してされた本

件承継通知は，同項１号に基づく時効中断の効力を有するものではない。 

 そうすると，本件承継通知により同号に基づく時効中断の効力が生ずるものとし

た原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法がある。 

 そして，上告人が，本件各決定の取消訴訟を提起するなど，一貫して本件各決定

における税額を争っていたことに照らし，平成２４年納付の際，その時に納付しな

かった本件係争債権に係る滞納金につき債務の承認をしたものとは認められないこ

とは，原審の説示するとおりであり，前記事実関係等の下で，その他の中断事由も

うかがわれない。 

 以上によれば，本件差押処分がされた時点で，本件係争債権は時効により消滅し

ていたというべきであり，本件配当処分のうち本件係争債権に係る部分は，租税債

権が存在しないにもかかわらずされた違法な滞納処分として，取り消されるべきで

ある。 

 (3) 上告人は，本件配当処分のうち本件係争債権に係る部分の取消しを求める

とともに，附帯控訴状において，本件係争債権相当額の金員の支払請求を追加し，

「配当処分の一部取消しにより，残余の金銭は，滞納者へ交付しなければならな

い。」などと主張している。これによれば，同請求に係る訴えは，本件配当処分の

一部に瑕疵があることを前提に，本件係争債権相当額の金員を過誤納金として還付

することを求める給付の訴えと解することが相当であり，その適法性を否定すべき

事情はうかがわれないから，適法な訴えであるというべきである。 

 そして，上記(2)によれば，本件配当処分のうち本件係争債権に係る部分に基づ

いて被上告人に配当された金員は，上告人に還付されるべきである。 

 ５ 以上と異なる見解の下に，上告人による配当処分の取消請求を棄却し，金員
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の支払請求に係る訴えを却下した原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明ら

かな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決中こ

れらに関する部分は破棄を免れない。そして，以上に説示したところによれば，上

記の各請求は，いずれも認容すべきである。他方，上告人のその余の請求に関する

上告については，上告受理申立ての理由が上告受理の決定において排除された。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

(裁判長裁判官 菅野博之 裁判官 三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官   

岡村和美) 


